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安
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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
官
関
係
を
巡
る
外
務
審
議
官
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
官
関
係
を
巡
る
外
務
審
議
官
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
外
務
審
議
官
が
外
務
省
総
合
外
交
政
策
局
長
を
務
め
て
い
た
間
に

受
け
た
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
五
千
円
を
超
え
る
贈

与
等
又
は
報
酬
の
支
払
に
係
る
報
告
の
う
ち
、
報
道
関
係
者
に
係
る
も
の
は
一
件
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
外
務
審
議
官
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
贈
与
等
報
告
書

の
提
出
の
要
否
を
判
断
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。


